
１．住民意識調査結果

満足度：「満足である」、「どちらかと言えば満足である」を合計した割合から、「どちらかと言えば不満である」、「不満である」を合計した割合を差し引いたもの

優先度：「優先すべき」、「やや優先すべき」を合計した割合から、「あまり優先しなくてよい」、「優先しなくてよい」を合計した割合を差し引いたもの

２．施策の目標

進捗状況の区分　　↑：目標以上の成果があった　　→：目標どおりの成果があった　　↓：目標に至らなかった　　△：遅延・未着手等　　×：見直し・廃止等

３．施策傘下事務事業　※別紙のとおり

４．施策評価
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取組の方向性は妥当と評価するが、具体的な取組みが施策というよりもルーチン（日々の
取組み）と感じるので、施策そのもののあり方を再考すること。

全て「継続事業」とする。

H22
事後
評価

6月に高根沢町まちづくり協働推進計画を策定したので、「仕事の進め方として
「協働」の手法を取り入れる場合に、どうすれば円滑に、効果的に対応できる
か？」という課題に対する行動指針が示すことができました。

一つひとつの制度の改善を行うにあたって、検証を行うための仕組みとしては、「行政評価シス
テム」あるいは「高根沢町補助金等交付規則」等、一定のものが既に用意されていると判断し
ますので、H24年度もルーチンとして、行政のすべきこと、すべきでないことの精査、そして、町
民の皆さんや関係団体と適切な役割分担・良好な協力体制を築いていくための協議に取り組
みます。
ただし、検証⇒改善を強化するためにも、検証を行う職員の意識改革は徹底していきます。
これについては、政策マネジメントシステムの見直しの中で新たな方策を検討します。

H24
事前
評価

計画を「行動指針」として位置付けたので、次のステップとしては、行動する場合
の「具体的な手続」を明確化していく方向で施策展開していきます。
ただしこれについては、現時点で、「活動支援手続」、「資金援助手続」等の様々
な課題を包括的に、全庁的に整理できる段階にないので、部分的に、一つひと
つの制度の改善から実施していきます。
この方針に基づきH23年度は、8月に、「情報共有手続」の一つである「高根沢町
パブリックコメント手続規則」を制定したところです。

総合評価 施策傘下事務事業に係る個別指摘事項
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担当部課 総務企画部 企画課

21年度（10月実施） 25年度（※実施予定）

リーダー 金澤　公二

26年度（※実施予定）

施　策　評　価　調　書　（　行　財　政　改　革　）

施　策　名 ４
協働しやすい環境づくり 施策を

取り巻く
環境変
化

H20.6月に「まちづくり基本条例」が制定、H22.6月に「高根沢町まちづくり協働推進計画」が策
定され、本町が目指すべき自治の姿を具現化していくための道しるべが示されました。

地域経営計画（後期計画）　該当ページ
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27年度

-6.0%
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H21年度 計　　画 100％

26年度

100％ 100％ 100％

未測定 実　　績

100％

指　標 基　　準　　値 年　　度 23年度
指標１：事業の担い手の精査
（行政評価における、事務事業（政策経
費）の点検率）

実　　績

100％ 100％指標２：役割分担に向けた意識醸成
（補助金等交付申請、実績報告時におけ
る、行政と実施主体の協議の実施率）

H21年度末 計　　画 100％ 100％ 100％

100％

計　　画指標３：

指標４： 計　　画

実　　績

後期計画における施策展開のビジョン Ｈ２4年度の狙い

指標５：

実　　績

計　　画

指標に関する特記事項

優先度 優先度
第23位／全36項目（町民との協働による地域経営） 第　　　位／全　　　施策

第16位／全36項目（資源を生かす地域経営） 第　　　位／全　　　施策

実　　績

-6.7%

第25位／全36項目（町民との協働による地域経営） 第　　　位／全　　　施策

第27位／全36項目（資源を生かす地域経営） 第　　　位／全　　　施策 第　　　位／全　　　施策

第　　　位／全　　　施策

第　　　位／全　　　施策

第　　　位／全　　　施策

優先度

満足度




